
 

 

 

令和4年度 事業計画について 

令和４年度 事業計画 

＜1＞理念 基本方針 

理念 利用者を中心として、保護者、措置権者、職員、社会の五者に対する責任を高い

次元でバランスよく果たし、五者の満足度を高めていく。 

基本 

方針 

・日常生活を通して、児童と職員が一体となり、次世代を担う人として成長するよ

う側面的に援助する。 

・小舎制の特徴を生かし、信頼関係を高め、きめ細やかな指導に取組む。 

・明るい明瞭な挨拶・素直に感謝・時間励行・自分や他人と物を大切に・多くの人

々に支えられ生かされている慶びを実感できる人間に育てる。 
1．処遇方針 

  児童の権利条約の理念並びに児童福祉法の精神に則って、児童の権利擁護及びサービス

の質の向上をはかり、関係機関団体とも有機的に連携して、児童が心身ともに健全に成長

していくことができるよう支援する。 

  そのため、児童が権利の主体であることを見極め、一人ひとりの児童の個性を尊重しつ

つ、児童が安心して生活できる諸条件を整備して、「児章の最善の利益」の保障・自立促

進援助をしていくことを基本にして施設を運営していく。 

 

2．重点目標 

（1）児童の一人ひとりの人権を尊重し、子どもの希望や意見に最大限の配慮を払いなが

ら、将来を指向して個々に適した最善の利益を保障する処遇を実施する。 

（2）施設の処遇の実態を直視し、新しい課題に的確に対応できる体制の整備充実、職員の

力量の向上をはかるとともに、さらに施設を充実して処遇向上に資する。 

（3）児童一人ひとりの養育実態を正しく把握し、個々の進路を保障する自立支援活動に取

り組む。 

（4）全児童の安全と保障をはかるために、事故・事件発生時対応マニアルを定め特に事件

・事故の防止につとめる。 

（5）自主評価を実施し、施設の福祉サービスの向上をはかる。 

（6）施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化、機能転換等に向けた取り組み

の推進。 

（7）令和4年4月、特認校として小中一貫校として開校する。特別な教育課程を編成するな    

   ど、特色ある教育をを実施されるので協力体制を整える。 

3．具体的取組 

（1）児童の身体的・精神的発達に配慮し、現状の実態を見極めつつ児童のケース記録を点

検して、個々に適合した処遇を実施する。 

（2）心身の発達について特に問題が見受けられる児童に対しては、専門機関と連携して指

導援助を受けながら、個に適した処遇をしていく。 

（3）一般家庭の児童と同等以上の条件整備に努めるとともに、児童退所後も自立に向けて

指導援助していく。 

  ①自立支援計画の常時点検見直しをして、児童の将来を指向した指導援助を行なう。 

  ②基本的生活習慣、日常の生活指導を徹底する。 

  ③年長、年中幼児を近隣の幼稚園に通園させて一般家庭の児童とともに基礎的学力と生

きる喜びを体験させる。 

  ④児童の身辺整理整頓・食事のマナー・社会適応能力の向上・挨拶など日常の生活のな

かで習慣づけていく。 

  ⑤友達関係の維持、交友活動について積極的に指導する。 

  ⑥ボランティアなどによる体験学習をはじめ、社会生活に必要な常識を身につける実習

をすすめて、社会的自立の援助をする。 
  

 



 

(4)学校教育を補充する教育的諸条件を整備する 

  ①自主自学の習慣づけ、図書などの学習教材備品類の整備充実。 

  ②小、中、高校の教師と連携を密にし、的確に児童の指導を援助する。 

  ③基礎学力を高めるために特別学習活動（塾への受講）を充足する。 

  ④児童の学習意欲を育てるために、自主的学習活動を奨励する。（茶道など） 

  ⑤スポーツ活動の育成。（小規模学校なのでソフトテニス部しかない・陸上であれば一

人でも出来るが） 

  ⑥児童の要望を入れて、楽しい研究・学習活動ができるよう援助する。 

  ⑦年齢に応じて必要な教材・玩具を備えつける。 

 (5)子どもの自治会の育成 

  ①子どもの意見を尊重し自治活動を育成する。 

（6）児童の進学、進路保障の援助 

  ①進学、就労について、児童の意見を尊重しつつ的確に指導援助して自立を援助促進し

ていく。 

  ②子ども家庭センター、保護者、学校ほか関係機関と機密に連携して、課題解決に取り

組む。 

  ③学力向上の為、時間を定めて、予習、復習の日課をこなし、習熟度を高める。 

（7）児童に活力と、安らぎを覚えさせる行事を計画し、児童と一体的に実行する。 

  ①諸行事を通じて、社会生活の実態に学ぶ活動をする。 

  ②周辺地域の諸活動に参加する。 

  ③社会奉仕活動に積極的に参加する。 

（8）児童の健全育成、健康的な生活を保障するために、給食内容を充実し食育活動を促進

する。 

  ①給食内容の点検充実、栄養のバランスをはかり、児童の健康的な発育を促進する。 

  ②食に対して興味を持ち、個々の噂好を育てるとともに、食事の楽しさを体験できる給

食をする。 

  ③菓子作りや簡単な食事作りを体験して、食育の大切さ、達成感、満足感を体感させ

る。 

（9）健康管理の徹底と、安全・衛生教育を促進する 

  ①体力増強のために、学校クラブ活動を奨励する。 

  ②年２回の定期健康診断と早期治療を実施する。 

  ③疾病異状がある場合は速やかに医師の診断を受け、適切な治療をする。 

  ④便所の衛生的使用、手洗いの励行など、日常の行動における衛生教育を徹底する。 

  ⑤定期的に避難訓練を実施し、人命尊重の教育に徹する。 

  ⑥防火安全のために、防火施設整備、遊具等について定期的に点検整備する。 

  ⑦病害虫等の予防・防除をする。 

（10）児童の権利擁護のために、平素より職員の力量を高める研修を奨励し、研修機会を 

保障する。 

  ①問題・課題に対応できる講師を招聘して、職員の要望にこたえる園内研修を実施す

る。 

  ②課題を抽出して出張研修を実施し、専門的な研修の機会を保障する。 

  ③自学自習のために参考図書・資料・関係雑誌を整備する。 

（11）人権尊重と苦情解決 

  ①苦情を寄せられた場合は、人権尊重の理念を持って個人のプライバシーを守り、社会

性・客観性を確保しながら、迅速に苦情解決を図る。 

  ②意見箱を設置し苦情解決と児童の意見尊重につとめる。 

（12）児童の事故防止 

  ①平素より施設の安全点検、特に施設の維持管理、危険箇所の点検を実施し園内事故防

止に努める。 

    ・各場所の管理責任者を定め常時点検整備する。 

    ・事故発生時の適切な対応、迅速な対応。 

（13）情報公開 

  ①法人並びに施設運営については、プライバシーの保護に関わるものを除いて、積極的

に情報を公開する。 

（14）児童養護施設として、地域福祉の増進のために役割を果たす。 

 



 

 

 

＜2＞事業計画の内容 

事業計画は、上記の理念及び基本方針を踏まえ、次の項目を中心に取組む。 

項 目 具 体 策 実施理由・効果 

(1)児童養護の取組み ①整理、整頓、挨拶などの基

本的生活習慣の励行 

②行政、学校との連携及び家

庭支援の取組み 

③個別ケアへの取組み 

・児童個別票に基づき目標の設定

生活自立への支援 

・児童・保護者の安心、安全の醸

成 

・児童の心の癒しと交流の深化 

(2)児童指導の取組み ①自立支援への取組み 

②学校のクラブ活動への積極

的な取組み 

③手洗い、うがいの慣行指導 

④Ｐ．Ｃ社会の対応指導 

・職員による個別面接 

・楽しい学校生活、友達との交流 

 

.コロナ対策の強化 

 

・児童の授業での使用に対して環境

整備、指導（ワイファイの整備）

の強化 

(3)社会との連携 

 

①職員・児童によるボランテ

ィア活動の取組み 

②地域との交流の取組み 

③園内行事への取組み 

・地域への貢献 

・地区行事への参加 

・季節行事の意義への理解 

(4)人材の育成と職員間

のコミュニケイショ

ンの取組み 

①会議・研修にネットでの参

加。 

（ズーム等での参加） 

・職員の資質・能力向上 

・児童処遇情報の共有 

・コロナ過で会議・研修の減少の

補填  

 

主な会議・行事 

（１）定例実施 

毎日 ・職員朝会 職員昼会 

毎週 ・園庭清掃・児童自治会 

隔週 ・定例児童処遇会議 

毎月 ・職員会議・行政との協議会、連絡会・給食運営会議・避難訓練・職員検便 
 

（２）随時実施 

 ・県こども家庭センターとの協議・保護者面談・各種研修会・他施設見学 

 ・外部講師による研修会・研修受講発表会 
                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

（３）月別行事計画（予定） 

 法 人   学 校   施  設   地  域 

４

月 

 始業式（小中高） 入学式

（小中高） 健診（小中高） 
 

辞令交付 誕生会 避難訓練  

お花見  

 

５

月 

 

 

家庭訪問（小中） 中間試験

（中高） 健診（小中高） 

広養協なかよし運動会 花まつり 

端午節句 避難訓練 バーべキュ

ウ 

学区民運動会 

６

月 

監事監査

理事会 

評議員会 

地区総体（中） 期末試験

（中高）修学旅行（小） 

誕生会 避難訓練 梅狩り  

サンパルホールへの招待 

芋植え 

奉仕作業 

グランドゴル

フ草刈り 

７

月 

 期末試験（中高）夏休み 

（小中高）  

誕生会 七夕 消火避難訓練   

広養協総合キャンプ 
 

８

月 

 PTAプール開放（小）チャレ

ンジウィーク（中） 

誕生会 ディキャンプ盆行事（迎

え火送り火）避難訓練 里親対面

式 外出（映画）海水浴 広養教 

学区夏祭り 

グランドゴル

フ草刈り  

９

月 

理事会 始業式（小中高）テス（中） 

参観日（小中） 

児童面接 誕生会 消防総合訓練 

梨狩り 

敬老会 

10

月 

 中間試験（中高）文化祭（小

中） 社会見学（小中）児童

検診 

誕生会  避難訓練 お月見会 

県市監査 福山港への招待  

芋原祭り  

資源回収  

11

月 

 修学旅行（中）陸上記録会

（小）文化祭（高）期末試験

（中高） 

誕生会 避難訓練 児童インフル

接種 芋掘り 

グランドゴル

フ草刈り  

12

月 

理事会 期末試験（中高）ロードレー

ス（小・中） 期末懇談（小

・中）  

誕生会 避難訓練 年末大掃除 

餅つき大会 里親出発式  

ミカン狩り   

大鍋を囲む集

い 

１

月 

 入学説明会（小中）期末試験

（中高） 

初日の出 初詣 正月外出（映

画） 誕生会 里親帰園式 避難

訓練 立志式  

とんど 

２

月 

 参観日（小中）  節分会 誕生会 消火訓練 避難

訓練 センター協議      

出前講座（司法書士会・） 

 

３

月 

理事会 期末試験（中高）卒業式（小

中高）  

ひな祭り 子ども会総会 誕生会 

避難訓練 あんず祭り 光円寺ラ

イブ 退園児の送別会 

 

 

 

 


